
( )
0120-99-5555

04-7122-5959

04-7199-4353

( ) 04-7125-0101
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ９  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県匝瑳市上谷中字新宿２２６４番１２ 地 目 宅地 

住 居 表 示  形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積） １１６９.９８㎡ （登記地積）   １１６９.９８㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

東側で幅員約４．７～７．４ｍの舗装市道、南東側で市有地を介して幅員約２．５ｍ

の舗装市道（一中前地下横断歩道、建築基準法上の道路には非該当）に接面してい

る。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 非線引都市計画区域 用 途 地 域 
第１種中高層住居専用地域 
準住居地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 建築基準法第２２条、２３条指定区域、道路斜線制限、隣地斜線制

限、北側斜線制限（第１種中高層住居専用地域のみ適用）、日影規制（二） 
所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力エナジーパートナー（株）  

カスタマーセンター 0120-995-001 

上 水 道 可 八匝水道企業団お客様センター 0479-79-7001 

下 水 道 無   

ガ ス 無 プロパンガス  

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 ＪＲ総武本線 八日市場駅の北東方 約２．４ｋｍ  
徒歩３０分 （千葉交通バス 一中前停留所まで徒歩５分） 

バ ス 千葉交通バス 一中前停留所の南方 約０．４ｋｍ 徒歩５分 

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 匝瑳市役所 南西方 約１．０ｋｍ 

小 学 校 匝瑳市立平和小学校 南東方 約２．３ｋｍ 

中 学 校 匝瑳市立八日市場第一中学校  北方 約０．１ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・本地内は概ね平坦である。 
・本地は、西側の隣接地より最大約０．２ｍ、南側の隣接地より最大約０．１ｍ低くなっている。 
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・本地内の進入口を除く外周沿いには、高さ約０．２～約０．４ｍのブロック塀を設置している。 
なお、本地の北側、南側、東側及び西側の一部で老朽化などによるひび割れ・破損があり、さら 

にその一部で最大約４ｃｍ程度の、本地外へのずれや傾斜が生じている。 

・本地の進入口を除く外周沿いには、高さ１．２～１．３ｍの木柵と針金の囲いを本地内に設置し 
ている。 

・本地の南側では、隣接地（２２６２－３）の樹木の枝葉の一部が本地内に越境している。 
・本地内の北端、東端、南東端には、東京電力パワーグリッド（株）所有の電柱が３本、支柱が１本、

支線が１本設置されている。 
・本地内の北側、及び東側では、電線が境界線付近の上空を通過している。 
・本地の前面道路上に匝瑳市所有の照明灯が１本設置されている。 
・本地の前面道路上に植樹帯が４箇所設置されている。 

・本地の前面道路上の本地側の側溝内に、一中前地下横断歩道の排水の汲み上げに利用されていた 
匝瑳市所有の鉄管（全長約３５．５ｍ）が設置されている。 

 

・本地の前面道路には、上水道が配管されていないが、引込工事を行うことにより供給は可能である。

詳細については、八匝水道企業団（０４７９－７９－３１７１）へ確認すること。 
・本地は、公共下水道、雨水菅、都市ガスが未整備である。 

・本地内には、教職員住宅として供用されていたＲＣ造３階建共同住宅（建築面積 
１１４．００㎡、延べ床面積３２０．０５㎡）、合併浄化槽（縦約１．５ｍ×横約５ｍ×深さ約２．

５ｍ）、埋設管等があったが、解体工事図面等によると、令和５年２月に解体・撤去済みである。 

・本地の前面道路で幅員が４ｍ以上の箇所は建築基準法第４２条第１項第１号道路であるが、地下 

横断歩道脇で幅員が４ｍに満たない箇所は建築基準法上の道路には該当しない。詳細については、 

千葉県海匝土木事務所建築宅地課（TEL 0479-72-1172）へ確認すること。 

・本地の前面道路に昭和５３年３月に竣工された延長９８．５ｍ、幅員２．５ｍの一中前地下横断 
歩道（市道９００５号線）があり、建築基準法上の道路には該当しない。詳細については、 
千葉県海匝土木事務所建築宅地課（TEL 0479-72-1172）へ確認すること。 

・本地と一中前地下横断歩道との間に、幅員約０，６～１．０ｍの市有地がある。 
・本地の北西側隣接地は匝瑳市立八日市場第一中学校の学校用地の一部であり通行路として利用され

ている。 
・本地内において、匝瑳市宅地開発事業指導要綱の適用対象となる事業を行う場合は、同要綱に 
 基づく所定の手続きが必要となる。詳細については、匝瑳市都市整備課（TEL 0479-73-0091）へ 

確認すること。 

・用途地域については、都市計画道路３・５・１号国道１２６号線の道路計画線から25ｍまでが 

準住居地域であり、25ｍより外側は第一種中高層住居専用地域である。なお、国道１２６号線の 

計画幅員は16m、認定幅員は8.6m～10.6mとなっており、道路計画線の詳細は未定である。 

従って、明細図に記載している用途地域境は、仮のものである。詳細は匝瑳市都市整備課 

（TEL 0479-73-0091）へ確認すること。 

・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 
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・本物件は、上記のとおり工作物等が設置されているが、本調書記載の有無に関わらず、全て現状有

姿による引渡しとする。 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 

・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及 

び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ 

確認すること。 
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専
用
地
域

準
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居
地
域

Ｎ

Ｎ

物 件 番 号

案 内 図

別記　第３号様式

明 細 図

単位：メートル

凡 例

売払物件

至
 銚

子
市

至 干潟駅

国
道
12
6号

線

JR
総
武
本
線

八日市場駅

至
 千

葉
市

至
 飯

倉
駅

匝瑳市役所

匝瑳市立八日市場第一中学校

ホームセンター

コンビニエンスストア

一中前停留所

７．４０

７．３３

２．５０

４
．
７
７
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６０
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．
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２

５．８
５

３．９
９

４．７０

１．０

０．６

７．
２０

７．
２０

２２６４－１２

２２６４－２

２２６４－８

２２６２－１０

２２６２－３

２２６２－１３

９
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Co
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桝・蓋あり

桝・蓋あり

桝・蓋あり

(花
)

(花
)

(花
)

( 花
)

隣地樹木枝葉が
本地内へ越境

本地内ﾌﾞﾛｯｸ塀
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Co(花)

市
道

90
0
3
号

線
法
4
2
条

1項
1
号

道
路

隣地ﾌｪﾝｽあり
高さ1.2m 長さ28.7m

鉄管あり

本地内外周 木柵
高さ 1.2m～1.3m

桝・蓋あり

市
道

9
0
05
号

線

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

南側複数箇所ﾌ゙ ﾛｯｸ破損あり
ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

ﾌ゙ ﾛｯｸ破損

電 線

凡 例

現 況 高 さ

Ｃｏ コンクリート舗装

草 地

消 火 栓 Ｍ Ｈ

現 況 図１／３００

匝瑳市上谷中字新宿２２６４番１２

※上水道の地下埋設状況は、各管理者管理図面を基に

作成しているため、現況と異なる場合があります。

Ａｓ アスファルト舗装

フ ェ ン ス

鉄 管

照 明 灯

植 樹 帯

カーブミラー

コンクリート壁

As線

上水管

筆界点 境界標の種類

コンクリート杭

金属プレート

上 水 管

地 下 埋 設 物

ブ ロ ッ ク 塀

木柵（単木針金）

電 柱

支 線

支 柱

ブロックフェンス

Co線

As線

２２６４－１２

U字溝・蓋あり

U字溝・蓋なし

U字溝・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

-0.09

-0.04

-0.15-0.16

+0.19
-0.02

-0.03

+0.09

-0.15 ±0.00

-0.15

+0.02

+0.05

+0.02
-0.01

+0.02 ±0.00

-0.03-0.01

-0.08
-0.07

+0.10+0.05

-0.03

-0.08

-0.18

±0.00

-0.04

±０

(一
中

前
地

下
横
断

歩
道
)

91



 

別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 １０  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県銚子市本城町一丁目２番１２ 地 目  宅地 

住 居 表 示  形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積） １３４．５８㎡ （登記地積）１３４．５８㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

北側で幅員約１１．９ｍの臨港道路（建築基準法第４２条１項３号の千葉県銚子漁

港事務所管理道路）、東側で幅員約４ ．０ｍの舗装市道（有効幅員４ｍ以上の部分

は建築基準法第４２条第１項第１号道路）に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 非線引都市計画区域 用 途 地 域 工業地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 準防火地域、道路斜線、隣地斜線 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定  なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 
東京電力エナジーパートナ－（株） 

カスタマーセンター（千葉第一） 0120-99-5551 

上 水 道 可 銚子市水道料金センター 0479-30-3131 

下 水 道 可 銚子市 水道局下水道室 0479-22-8825 

ガ ス 不可 LP ガス  

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 JR 総武本線 銚子駅  北西方約 1. 4ｋｍ徒歩約１８分 

バ ス  

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 銚子市役所 東方  約 1．２ ｋｍ 

小 学 校 銚子市立本城小学校  南方  約 0．４ ｋｍ 

中 学 校 銚子市立銚子西中学校  西方  約 1．５ ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・本地は西側隣接地（２－３６）より最大約０．４ｍ高く、西側隣接地（２－３３）より約０．２ｍ

低くなっている。 
・本地は、北側道路より最大約０．２ｍ低くなっている。 
・本地内はおおむね平坦で、草地となっており、一部コンクリート敷の箇所がある。 
・本地内は、西、東、南側外周に高さ約０．２ｍ～０．４ｍのコンクリ－トブロック土留めを設け 
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ている。 
・本地内には、切株が６本ある。 
・本地の北側道路には側溝、東京電力（株）所有の電柱１本が設置されている。 

・本地の南西側（隣接地２－３６）では建物の庇の一部が本地内に越境している。このことについて

は、隣接地権者と越境の覚書を締結済である。 
・本地の西側（隣接地２－３６）では樹木の枝葉が本地内に越境している。 
・本地内の東側にあるコンクリートブロック土留めの一部が隣接地へ越境している。 
・本地を借受けた者が鳥居等の工作物を設置していたが、借受け者によって工作物等は土留めとな

っている塀等の一部を除き解体撤去済みである。なお建築当時及び解体工事の図面等所在は不明

なため、地下埋設物の一部が地中に残置されている可能性がある。 
・本地の北側道路には上水道、東側道路には下水道の配管がされており、本地内への引き込みは可 

能である。 
・本地は、都市ガス及び雨水管が未整備である。 
・本地は、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定に含まれている。詳細について

は、千葉県県土整備部県土整備政策課政策室（TEL043-223-3378）へ確認すること。 
・本地は、水防法に基づく洪水浸水想定区域となっている。詳細については、国土交通省関東地方整

備局利根川下流河川事務所防災対策課（TEL0478-52-6365）へ確認すること。 
・本地内で放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において土壌汚染調査は実施していない。 

・本物件は、上記のとおり工作物等が存在するが、本調書記載の有無にかかわらず、全て現状有姿

による引渡とする。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法、各法令及び

各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ確

認すること。 
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（法第42条1項3号道路）
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案 　 内 　 図
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（
法
第
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条
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道
路
）

臨港道路

本城小
文

JR総武本線

国道356号線

銚子駅

自動車販売会社

文

銚子中

銚子市役所

郵便局

銚子税務署

消防署

バス停 本城歩道橋

至香取市

利根川

銚
子
大
橋

至
茨

城
県

至JR松岸
駅
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国
道
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線
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旭
市

（本城小学校）

バス停

八幡川

本
城
橋

臨港道路

１０
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Ｋ８１Ｔ

Ｋ８８Ｔ

２－１２

マンホール

止水栓

街灯

公共下水道

マンホール
公共下水道

マンホール

隣地建物

２－３３

２－３６

２－２７

２－３２

+0.25

+0.18

+0.14 
+0.22

+0.20

+0.21+0.17

+0.21
+0.22

+0.15

+0.10

+0.31

+0.26

+0.33
+0.52

+0.53

+0.20

+0.20 

+0.36

+0.36 +0.28

+0.27

+0.28
+0.07

+0.04

+0.02

+0.050.29 

+0.28

+0.60

+0.58

+0.29

+0.26

+0.31 +0.04

+0.01

-0.01

+0.01

+0.04
+0.23

+0.25

+0.29
+0.22

-0.14
+0.05

+0.07

+0.01 +0.30

+0.24

+0.07

+0.10

+0.23

+0.08

+0.20
+0.10

-0.01

-0.03
+0.05

BM＝0.00
（マンホール中心）

+0.28 

２－２（臨港道路）

ブロック上

Ｋ７８Ｔ

金属標

鋲

コンクリート杭

電柱（松本211）

千葉県銚子市本城町一丁目２番１２

S＝1/100

所　在

現況図

U字溝(ふた付）

街　灯

電　柱

樹　木

切　　株

マンホール（下水道）

隣地（2-36）の樹木の一部が

庇

隣
接
地
（
2-
36
）
の
庇
の
一
部
が
本
地
内
へ
越
境
し
て
い
る

道路側溝

止

草　地

マンホール

Ｋ８６Ｔ

公共下水道

+0.24

+0.14 
+0.22

+0.33

+0.30

銚
子
市
道
40
10
3号

線
（
有
効
幅
員
４
m以

上
の
部
分
は
法
第
42
条
1項

1号
道
路
）

汚
0005

汚公共下水道

汚

+0.2ｍ～+0.4ｍ

地盤面の比高

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ土留の天板面と

上水道管

コ
ン
ク
リ
-ト

打
ち

ブロック上

下水道管

電線（空中線）

止 止水栓

上水道管

下
水
道
管

+0.31
+0.31+0.52

Ｋ４９Ｔ

Ｋ
４
６
Ｔ

Ｋ７９Ｔ

Ｋ８４Ｔ

Ｋ
８
３
Ｔ

汚

本地内へ越境している

本地内へ越境している
隣地（2-36）の樹木の一部が

本
地
内
の
コ
ン
ク
リ
－
ト
ブ
ロ
ッ
ク
土
留
め
の
一
部
が

隣
地
内
へ
越
境
し
て
い
る

※上下水道管等の地下埋設物につきましては

設計図書及び各管理者所管の管理図面等を
基に作成しているため、現況と異なる場合があります。

電　線（法第42条1項3号道路）

下水道管

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ土留め
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